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１ 健全化判断比率 

  

（単位：％）

区　　分 南相馬市の数値 早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率 － 12.59 20.00

連結実質赤字比率 － 17.59 30.00

実質公債費比率 14.4 25.0 35.0

将来負担比率 21.0 350.0  
＊赤字額がないため「－」表示としている。 

＊平成 19年度に成立した「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」において、地

方公共団体の財政の健全性を示すものとして定められた指標である。 

 

○早期健全化基準とは 

  地方公共団体が、財政収支の不均衡、その他の財政状況が悪化した状況におい

て、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準 

【基準値以上の場合】 

⇒・財政健全化計画の策定（議会の議決）・公表  

・外部監査要求の義務付け等 

  

○財政再生基準とは 

  地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡、その他の財政状況の著しい悪化に

より、自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財

政の健全化を図るべき基準（国等の関与による確実な再生） 

【基準値以上の場合】 

⇒・財政再生計画の策定（議会の議決）・公表 

・外部監査要求の義務付け 

・計画について国への協議 

・地方債の制限（国の同意を得ていない場合）等 

   

 

 

 

 

４指標とも、「早期健全化基準」に該当しない状況である。 
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２ 資金不足比率 

（単位：％）

会　　計　　名 資金不足比率 経営健全化基準

水道事業会計 － 20.0

工業用水道事業会計 － 20.0

病院事業会計 － 20.0

下水道事業会計 － 20.0

簡易水道事業特別会計 － 20.0

農業集落排水事業特別会計 － 20.0

工場用地等整備事業特別会計 － 20.0

＊資金不足額がないため「-」表示としている。  

＊平成19年度に成立した「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」において、公営

企業会の経営状況を示すものとして定められた指標である。 

 

○経営健全化基準 

 地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準 

【基準値以上の場合】 

⇒・経営健全化計画の策定（議会の議決）・公表  

・外部監査要求の義務付け等 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての会計において、「経営健全化基準」に該当しない状況である。 
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３ 各健全化判断比率の算定内訳 

（１）実質赤字比率 

○一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率 

    ○一般会計等の赤字の程度を示すもので、数値が大きいほど財政状況が厳

しいことを表す。 

  

（単位：％）

区　　分 H24 a H23 b 差引（a－b）

実質赤字比率 ▲ 12.03 ▲ 11.50 ▲ 0.53

早期健全化基準 12.59 12.57 0.02

財政再生基準 20.00  

＊ 実質収支額が黒字のため、実質赤字比率を▲表示にしている。 

＊ 早期健全化基準は、財政規模に応じ11.25％から15％となる。 

 

 

   

 

・一般会計等の実質赤字額：一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当する

会計における実質赤字の額 

・実質赤字の額＝「（歳入総額－歳出総額）－（支払繰延額＋事業繰越額）－

翌年度に繰り越すべき財源」が負数の場合における、その数

値の絶対値の額 

(単位：千円、％）

H24実質収支額
a

H23実質収支額
b

差引（a－b）

2,158,334 2,105,348 52,986

育英資金貸付特別会計 19,047 5,829 13,218

亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別会計 596 3,377 ▲ 2,781

工場用地等整備事業特別会計 ▲ 2,915 2,915

2,177,977 2,111,639 66,338

▲ 2,177,977 ▲ 2,111,639 ▲ 66,338

18,101,282 18,360,424 ▲ 259,142

▲ 12.03 ▲ 11.50 ▲ 0.53実質赤字比率（％）

一
般
会
計
等

属

す

る

特

別

会

計

一

般

会

計

等

に

合計

実質赤字額

標準財政規模（臨時財政対策債発行可能額含む）

＊工場用地等整備事業特別会計は平成23年度まで一般会計等に区分していたが、決算統計
　上、平成24年度から宅地造成事業に該当するため、公営企業会計(法非適用企業)に区分
　が変更になっている。

会　　計　　名

　一般会計

 

 一般会計等の実質赤字額 

標準財政規模 
実質赤字比率＝ 
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（２）連結実質赤字比率 

○全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対

する比率 

○一般会計等に加え、国民健康保険特別会計、水道事業などのすべての

公営事業会計を合算し、市全体としての赤字の程度を示すもので、数

値が大きいほど市全体の財政状況が厳しいことを表す。 

  

（単位：％）

区　　分 H24 a H23 b 差引（a－b）

連結実質赤字比率 ▲ 53.05 ▲ 47.33 ▲ 5.72

早期健全化基準 17.59 17.57 0.02

財政再生基準 30.00  

＊ 実質収支額、資金不足・剰余額が黒字のため、連結実質赤字比率を▲表示にし

ている。 

＊ 早期健全化基準は、財政規模に応じ16.25％から20％となる。 

 

   

 

 

 

・連結実質赤字額：イとロの合計額がハとニの合計額を超える場合の当該超

える額 

イ 一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以

外の特別会計のうち、実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額 

ロ 公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不

足額の合計額 

 

 

一般会計等の実質収支額は黒字となっており、実質赤字比率は生じて

いない。 

連結実質赤字額（イ+ロ）－（ハ+ニ） 

標準財政規模 
連結実質赤字比率＝ 
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ハ 一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会

計の実質黒字の合計額 

ニ 公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰

余額の合計額 

 

　 (単位：千円、％）

H24実質収支額、
資金不足・剰余額

a

H23実質収支額、
資金不足・剰余額

b

差  引

（a－b）

2,177,977 2,111,639 66,338

国民健康保険特別会計 2,012,559 1,546,210 466,349

介護保険特別会計 159,371 599,087 ▲ 439,716

後期高齢者医療特別会計 1,552 4,959 ▲ 3,407

介護サービス事業特別会計 0 0 0

水道事業会計 2,324,414 1,977,264 347,150

工業用水道事業会計 981,370 728,208 253,162

病院事業会計 1,437,318 1,220,213 217,105

下水道事業会計 463,528 377,626 85,902

簡易水道事業特別会計 0 3,622 ▲ 3,622

農業集落排水事業特別会計 45,848 121,733 ▲ 75,885

工場用地等整備事業特別会計 0 0

9,603,937 8,690,561 913,376

▲ 9,603,937 ▲ 8,690,561 ▲ 913,376

18,101,282 18,360,424 ▲ 259,142

▲ 53.05 ▲ 47.33 ▲ 5.72

合　　　計

連結実質赤字額

標準財政規模

連結実質赤字比率（％）

会　　計　　名

　一般会計等

法
適

一般会計等

以外の特別

会計のう

ち、公営企

業に係る特

別会計以外

の特別会計公
営
事
業
会
計

公
営
企
業
会
計
法
非
適

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般会計等及び連結するすべての他の会計を合算した実質収支額、資

金不足・剰余額が黒字であり、連結実質赤字比率は生じていない。 
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（３）実質公債費比率 

○一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に

対する比率 

○地方債の返済額及びこれに準ずる額の負担の程度を示すもので、数値

が大きいほど返済負担が重いことを表す。  

  

（単位：％）

区　　分 H24 a H23 b 差引（a－b）

実質公債費比率
(３ヵ年平均）

14.4 15.2 ▲ 0.8

早期健全化基準

財政再生基準 35.0

25.0

 

 

・準元利償還金 ： ③から⑦までの合計額  

 ③ 満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした

場合における1年当たりの元金償還金相当額  

④ 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償

還の財源に充てたと認められるもの  

 ⑤ 組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こし

た地方債の償還の財源に充てたと認められるもの  

⑥ 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの 

⑦ 一時借入金の利子 

 

      

 

 

 

 

 

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－ 

  （特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

標準財政規模－ 

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

実質公債費比率＝ 

（３ヵ年平均） 
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1,993,251 13.3 2,365,644 15.3 2,404,533 14.8 

① 3,540,131 23.5 3,768,628 24.4 3,622,458 22.2 

② 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

③ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

④ 1,127,605 7.5 1,032,244 6.7 1,171,197 7.2 

⑤ 39,095 0.3 34,377 0.2 29,461 0.2 

⑥ 350,362 2.3 436,638 2.8 467,119 2.9 

⑦ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

控除額計 A （⑧～⑭） 2,906,243 18.8 2,885,702 17.7 
（基準財政需要額に算入された額）
⑧ 特定財源の額 6,028 0.0 978 0.0 70,543 0.4 
⑨ 事業費補正算入 740,560 4.9 747,449 4.8 747,984 4.6 
⑩ 事業費補正算入（準元利償還金分） 473,665 3.1 417,407 2.7 434,079 2.7 
⑪ 災害復旧費等 1,664,297 11.1 1,554,480 10.1 1,451,066 8.9 
⑫ 災害復旧費等（準元利償還金分） 10,552 0.1 15,503 0.1 19,509 0.1 
⑬ 密度補正算入 31,396 0.2 31,591 0.2 31,477 0.2 
⑭ 密度補正算入（準元利償還金分） 137,444 0.9 138,835 0.9 131,044 0.8 

15,043,368 100.0 15,455,159 100.0 16,291,870 100.0 

⑮ 9,255,644 61.5 10,060,247 65.1 10,401,868 63.8 
⑯ 普通交付税額 7,259,445 48.3 6,826,556 44.2 6,820,923 41.9 
⑰ 臨時財政対策債発行可能額 1,586,193 10.5 1,473,621 9.5 1,884,238 11.6 
控除額計　A－⑧ 3,057,914 20.3 2,905,265 18.8 2,815,159 17.3 

13.25003 15.30650 14.75910

一時借入金の利子

分　　母(⑮～⑰ － (控除額計 A－⑧)）

公営企業に要する経費の財源とする地方債の償

還の財源に充てたと認められる繰入金

積立不足額を考慮して算定した額

実質公債費比率分析

分　　子(①～⑦ － 控除額計A)
元利償還金の額
（繰上償還額等の額に係る分を除く）

22（単年度）

算 定 額 分母比

(単位：千円、％）

24（単年度）

算 定 額 分母比 算 定 額 分母比

一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認め
られる補助金又は負担金

23（単年度）

満期一括償還地方債の１年当たりの元金償還金
に相当するもの（年度割相当額）

14.4

実質公債費比率（単年度）

H24実質公債費比率（３ヶ年平均）

標準税収入額等

3,063,942 20.4 

公債費に準ずる債務負担行為に係るもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実質公債費比率（H22～H24の3ヵ年平均値）は１４.４％であ

り、早期健全化基準（25.0％）を下回った。 

平成23年度と比較すると、単年度ベース（㉓15.3％→㉔13.3%）

で 2.0ポイント低下し、3ヵ年平均値（㉓15.2％→㉔14.4%）で

も0.8ポイント低下した。 

その要因については、 

・単年度ベースでは、元利償還金の額が、復旧・復興事業の財源

が震災復興特別交付税の創設などにより市債発行が抑制されて

いることに加え、償還終了等により平成 23年度に比べ減少し

たこと 

・3ヵ年平均値ベースでは、平成21年度の単年度比率15.7％が

平成24年度の単年度比率13.3％に置き換わったこと 

などによる。 
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（４）将来負担比率 

○一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率 

○地方債など将来負担すべき額の残高の程度を示すもので、数値が大きい

ほど今後の財政負担が重いことを表す。 

  

（単位：％）

区　　分 H24 a H23 b 差引（a－b）

将来負担比率 21.0 82.4 ▲ 61.4

早期健全化基準 350.0  

 

 ・将来負担額 ： ①’から⑧’までの合計額  

①’一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高  

 ②’債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費に係るも

の）   

③’一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰

入見込額  

④’当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの

負担等見込額  

⑤’退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等

の負担見込額 （職員数は決算年度末在職者から年度末退職者を除く） 

⑥’地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を

負担している場合の当該債務の額のうち、当該法人等の財務・経営状況を

勘案した一般会計等の負担見込額  

⑦’連結実質赤字額  

⑧’組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額  

・充当可能基金額 ： ①’から⑥’までの償還額等に充てることができる地方自

治法第241条の基金  

 

 

 

 

将来負担額－（充当可能基金額+特定財源見込額+ 

      地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額） 

標準財政規模－ 

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入見込額 

将来負担比率＝ 
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対 前 年 度
増 減 率

3,160,051 21.0 12,744,915 82.5 ▲9,584,864 ▲75.2

将来負担額 B (①'～⑧' ) 51,568,525 342.8 53,821,544 348.2 ▲2,253,019 ▲4.2

①'地方債の現在高 33,270,627 221.2 34,192,494 221.2 ▲921,867 ▲2.7

②'債務負担行為に基づく支出予定額 1,649,249 11.0 2,016,155 13.0 ▲366,906 ▲18.2

③'公営企業債等繰入見込額 11,677,860 77.6 12,363,347 80.0 ▲685,487 ▲5.5

④'組合等負担等見込額 225,059 1.5 241,523 1.6 ▲16,464 ▲6.8

⑤'退職手当負担見込額 4,745,730 31.5 5,008,025 32.4 ▲262,295 ▲5.2

⑥'設立法人の負債額等負担見込額 0 0.0 0 0.0 0 -　

地方道路公社 0 0.0 0 0.0 0 -　

土地開発公社 0 0.0 0 0.0 0 -　

第三セクター等 0 0.0 0 0.0 0 -　

⑦'連結実質赤字額 0 0.0 0 0.0 0 -　

⑧'組合等連結実質赤字額負担見込額 0 0.0 0 0.0 0 -　

充当可能財源等 C（⑨'～⑪'） 48,408,474 321.8 41,076,629 265.8 7,331,845 17.8

⑨'充当可能基金 16,750,579 111.3 8,193,182 53.0 8,557,397 104.4

⑩'  充当可能特定歳入 263,221 1.7 447,061 2.9 ▲183,840 ▲41.1

うち都市計画税 0 0.0 0 0.0 0 -　

⑪'基準財政需要額算入見込額 31,394,674 208.7 32,436,386 209.9 ▲1,041,712 ▲3.2

15,043,368 100.0 15,455,159 100.0 ▲411,791 ▲2.7

18,101,282 120.3 18,360,424 118.8 ▲259,142 ▲1.4

控除額計　A－⑧（再掲） 3,057,914 20.3 2,905,265 18.8 152,649 5.3

21.0 82.4 ▲61.4

分　　子(B－C)

分　　母(標財 － (控除額計 A－⑧)）

標準財政規模

将来負担比率

将来負担比率分析
24

(単位：千円、％）

23 24－23

算 定 額 分母比 算 定 額 分母比 増 減

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来負担比率は２１.0％であり、早期健全化基準（350.0％）を

下回った。 

平成23年度と比較すると、61.4ポイントと大幅に低下した。 

（㉓82.4％→㉔21.0%） 

 

その要因については、 

・一般財源、義援金等を原資とした東日本大震災復旧・復興基金

の積立により充当可能基金残高が増加したこと 

・東日本大震災からの復旧・復興事業に係る財源が市債対応から

震災復興特別交付税対応となったことで、地方債残高が減少し

たこと 

・定年前退職者の増による職員数減少に伴い退職手当負担見込額

が減少したこと 

などによる。 

 



10 
 

４ 資金不足比率の算定内訳 

○公営企業ごとの資金不足額の事業の規模に対する比率 

 ○公営企業の事業規模に対する資金不足額の程度を示すもので、数値が大き 

 いほど経営状況が厳しいことを表す。 

（単位：％）

H24 a H23 b 差引（a－b）

水道事業会計 ▲ 293.3 ▲ 333.6 40.3

工業用水道事業会計 ▲ 257.8 ▲ 245.9 ▲ 11.9

病院事業会計 ▲ 51.9 ▲ 78.5 26.6

下水道事業会計 ▲ 89.5 ▲ 81.7 ▲ 7.8

簡易水道事業特別会計 0.0 ▲ 10,061.1 10,061.1

農業集落排水事業特別会計 ▲ 120.0 ▲ 337.4 217.4

工場用地等整備事業特別会計 0.0 0.0

＊資金不足額がないため、▲表示にしている。

20.0

会　　計　　名

法
適

経営健全化基準

法
非
適

 

 

 

 

 

 

 

資金の不足額（法適用企業）  ＝ （流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に

充てるために起こした地方債の現在高 －流

動資産） － 解消可能資金不足額  

資金の不足額（法非適用企業） ＝ （繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設

改良費等以外の経費の財源に充てるために

起こした地方債現在高）－ 解消可能資金不

足額  

 

事業の規模（法適用企業）   ＝ 営業収益の額 － 受託工事収益の額  

事業の規模（法非適用企業）   ＝ 営業収益に相当する収入の額 － 受託工事収益

に相当する収入の額  

 
資金の不足額 

事業の規模 

資金不足比率＝ 
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(単位：千円、％）

会　　計　　名 資金不足額　ア 事業の規模　イ
資金不足比率(%)
ア/イ×100

水道事業会計 ▲ 2,324,414 792,596 ▲ 293.3

工業用水道事業会計 ▲ 981,370 380,662 ▲ 257.8

病院事業会計 ▲ 1,437,318 2,770,098 ▲ 51.9

下水道事業会計 ▲ 463,528 517,875 ▲ 89.5

簡易水道事業特別会計 0 7,610 0.0

農業集落排水事業特別会計 ▲ 45,848 38,197 ▲ 120.0

工場用地等整備事業特別会計 0 54,495 0.0

＊資金不足額がないため、▲表示にしている。

法
適

法
非
適

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

○ 南相馬市の標準財政規模 

臨時財政
対策債

（１５億８，５１９万３千円）

普通交付税

（９２億５，５６４万４千円）

標準税収入額等

（標準税収入額＋譲与税・交安交付金）

（７２億５，９４４万５千円）

平成２４年度南相馬市 １８１億１２８万２千円

標準財政規模

地方自治体の一般財源の標準的大きさを示す指標で健全化指標の分母となる重要な
数値です。

標準財政規模は、「標準税収入額等＋普通地方交付税額」で求められ、標準的に収入
しうる「経常一般財源」の大きさです。

また、普通交付税の振替財源である臨時財政対策債発行可能額もこの標準財政規模
に加えられています。

 

全ての公営企業において、資金不足となる会計はない。 



12 
 

○ 南相馬市における健全化判断比率等の対象会計等 

育英資金貸付特別会計

亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別会
計

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護サービス事業特別会計

水道事業会計

工業用水道事業会計

病院事業会計

下水道事業会計

簡易水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

工場用地等整備事業特別会計

相馬地方広域市町村圏組合

相馬地方広域水道企業団

福島県後期高齢者医療広域連合

福島県市民交通災害共済組合

福島県市町村総合事務組合

相馬地方土地開発公社

会計名等 適用範囲

一
般
会
計
等

一 般 会 計

一般会計等に属
する特別会計

地方公社
第三セクター等

※工場用地等整備事業特別会計は平成２３年度まで一般会計等に区分していたが、決算統計上、平成２４
　 年度から宅地造成事業に該当するため公営企業会計（法非適用企業）に区分が変更となっている。

※介護サービス事業特別会計については、決算統計上は公営企業会計（法非適用企業）として取り扱うこ
 　とになっているが、健全化判断比率等算定上は、公営企業会計以外の公営事業会計として取り扱うた
 　め、資金不足比率の算定対象とはならないものである。

公
営
事
業
会
計

一般会計等以外
の特別会計のう

ち、公営企業に
係る特別会計以

外の特別会計

公
営
企
業
会
計

法適用
企業

法非適
用企業

一部事務組合
広域連合

実
質
赤
字
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

資
金
不
足
比
率

 


